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※6ページの「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。
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※基準価額は信託報酬控除後のものです。後述の信託報酬に関する記載をご覧ください。
※上記グラフは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
※基準価額は1万口当たりで表示しています。
※設定⽇は2020年4⽉8⽇です。
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Monthly Report
東京海上・インド・オーナーズ株式オープン
追加型投信／海外／株式

※ファンドの騰落率は、税引前分配⾦を再投資
したものとして計算しているため、実際の投資家
利回りとは異なります。

※分配⾦額は、収益分配⽅針に基づいて委託会社が決定します。
分配対象額が少額の場合等には、分配を⾏わないことがあります。

※ファンドにはベンチマークがありません。

※ファンドの収益率は、税引前分配⾦を再投資したものとして計算しており、設定⽇以降を表示しています。
※設定年は設定時と年末の騰落率です。当年は昨年末と基準⽇の騰落率です。
※上記は過去の実績であり、将来の動向等を示唆・保証するものではありません。
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ファンドは、ファミリーファンド⽅式により運用を⾏っており、東京海上・インド・オーナーズ株式マザーファンドの資産の状況を記載しています。

※6ページの「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。

当資料は7ページ組となります 2026年1⽉30⽇現在

主要な資産の状況

資産構成（％）

Monthly Report
東京海上・インド・オーナーズ株式オープン

※株式にはDR（預託証書）を含む場合があります。
※短期⾦融資産等は、組入有価証券以外のものです｡

※⽐率は純資産総額に占める割合です。業種は、GICS（世界産業分類基準）セクター分類です。

組入上位10銘柄（％）

組入上位10業種（％） 規模別構成（％）

※上記のコメントは、基準⽇現在の組入銘柄の紹介であり将来変更する可能性があります。

純資産総額 8,808 百万円

株式
短期⾦融資産等

合計

資産 ⽐率
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⾦融
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素材

⾦融

生活必需品

銘柄／業種

エネルギー

一般消費財・サービス

コミュニケーション・サービス

⾦融

⽐率 銘柄概要

1

組入銘柄数 37

9
ＡＵスモール・ファイナンス銀⾏

2.9 低所得者や中所得者、および中⼩零細企業にサービスを提供する商業銀⾏。

10
ヴァルン・ビバレッジズ

2.7 ⽶国ペプシコ社のフランチャイジーとして、炭酸飲料やノンアルコール飲料製品などを製造・
販売している企業。

リライアンス・インダストリーズ
7.5 インドに拠点を置き、⽯油化学品、⼩売、デジタルサービス、⾦融サービス等の事業セグメ

ントで事業を展開する。

2
マヒンドラ・マヒンドラ

6.5 インドを拠点とし、⾃動⾞や農業機械事業の提供を⾏う。

8
ピディライト・インダストリーズ

3.1
アート用品・⽂具、接着剤、⾷品・繊維ケア用品、⾃動⾞用品などの消費者向け製品
と、⼯業用接着剤、顔料、繊維用樹脂、⽪⾰化学品などの特殊⼯業製品を製造する
企業。

6.4 アジアとアフリカで事業を展開するグローバルな電気通信会社。

4
コタック・マヒンドラ銀⾏

5.5 インドを拠点にリテールバンキング、コーポレートバンキング、保険を含む幅広い⾦融サービ
スを提供。

バーティ・エアテル
3

5
インダス・タワーズ

4.0 インドに拠点を置く電波塔会社で、通信塔や関連インフラサービスを提供。

7
ムトゥート・ファイナンス

3.1 ⾦のジュエリーを担保とした個⼈とビジネスローンを提供する⾦融会社。

6
シュリラム・ファイナンス

3.9 消費者⾦融サービス会社。⾃動⾞、商用⾞、事業向け、ゴールド・ローン・サービスを提
供する。インドで事業を展開。

12.7

31.0

52.7

10億⽶ドル未満

10億⽶ドル以上
100億⽶ドル未満

100億⽶ドル以上

⽐率時価総額
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※6ページの「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。

当資料は7ページ組となります 2026年1⽉30⽇現在

ファンドマネージャーコメント

Monthly Report
東京海上・インド・オーナーズ株式オープン

＜市場概況＞
【株式動向︓下落】
1⽉のインド株式市場は、前⽉末対⽐で下落しました。グローバル市場やアジア市場が⾼値を更新する一⽅で出遅れた形となりました。⽉初にイ
ンドの主要株価指数が昨年12⽉の⾼値を更新する場⾯が⾒られるなど、好調に推移する場⾯も⾒られましたが、⽉半ば以降は2025年10-
12⽉期決算への警戒感もあり、インド株式市場は軟調な展開となりました。規模別では、中⼩型株がより弱含む展開となりました。セクター別で
は、素材、情報技術などのセクターが続伸となった一⽅で、エネルギーセクターは反落、不動産セクターは続落となりました。

【為替動向︓対インド・ルピーに対して円⾼】
⽶ドル円為替レートは円⾼⽶ドル安となりました。⽉前半は、⽇銀の早期利上げ観測の後退や、⾼市⾸相による衆議院解散を受け、総選挙で
与党過半数確保への期待から円安⽶ドル⾼が進⾏しました。しかし、⽇⽶当局によるレートチェック観測やトランプ⽶⼤統領が⽶ドル安容認を示
唆したことで急激に円⾼⽶ドル安が進⾏しましたが、その後ベッセント財務⻑官の⽶ドル⾼⽀持や、次期FRB（⽶連邦準備制度理事会）議⻑
に他候補と⽐べて⾦融緩和に積極的ではないとみられるウォーシュ⽒が指名されたことを受けて円安基調となったものの、⽉を通しては円⾼⽶ドル
安となりました。インド・ルピーに対しても同様の動きとなり、円⾼となりました。

＜運用状況＞
引き続きインド企業の中から経営者が実質的に主要な株主であるオーナー企業に着目して運用を⾏いました。
経営者のリーダーシップが発揮されることが期待され、なおかつ企業の成⻑性・収益性に⽐較して割安と判断される銘柄を組み入れました。
当⽉は、新規に組み入れた銘柄はありませんでしたが、株価下落基調にあり、短期的な回復が難しいと判断した⾳楽ビジネス運営会社の保有
ポジションを全て売却しました。保有銘柄では、原材料価格の低下による利益率改善が期待されたセメントメーカーの株価上昇がパフォーマンスに
プラス寄与した一⽅、⽉中に発表された2025年10-12⽉期決算の内容が失望を誘ったヘルスケア企業の株価下落がマイナス寄与しました。
以上の運用の結果、基準価額（税引前分配⾦再投資）は9.91％下落しました。

＜今後の⾒通しと運用⽅針＞
インドの実質GDP（国内総生産）の拡⼤基調は継続しており、世界の主要国の中でも最も⾼いペースでの成⻑を維持することが⾒込まれてい
ます。インド政府の積極的な財政⽀援策や、インド準備銀⾏による利下げを背景とした個⼈消費の回復がその流れを後押しすると考えています。
短期的に⾒ると、インド経済は⽶国が賦課する相互関税の影響による経済の下押しに対する懸念は残るものの、世界経済を上回る潜在成⻑
⼒を有しています。さらに利下げやGST（物品・サービス税）引き下げによる消費回復が期待できることに加え、2⽉初に発表された2026-27年
度予算で打ち出された製造業振興が製造業の業績回復にも追い風になると考えています。中⻑期的には巨⼤な⼈口を抱えていることに加えて
生産年齢⼈口が多く、⾼所得者層の増加による消費拡⼤を背景に、インド株式市場は上昇基調を維持すると想定しています。
このような環境下、引き続きオーナーのリーダーシップが発揮されると⾒込まれ、成⻑性・収益性に⽐較して割安と判断される銘柄に投資する⽅針
を継続します。
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主としてインドの企業の株式等の中から、経営者*1が実質的に主要な株主である企業*2を主要投資対象とします。
*1 ❝経営者❞とは、経営の中⼼を担っていると考えられる役員等（取締役・執⾏役員）を指します。
*2

※

資⾦動向および市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

【分配⾦に関する留意事項】
・

・ 将来の分配⾦の⽀払いおよびその⾦額について保証するものではありません。

・ 投資する有価証券等の値動きにより基準価額は変動します。したがって、投資元本は保証されているものではなく、投資元本を割り込むことがあります。
・ 運用による損益は、全て投資者に帰属します。
・ 投資信託は預貯⾦や保険と異なります。
・ ファンドへの投資には主に以下のリスクが想定されます。

■価格変動リスク ︓

■為替変動リスク ︓

■カントリーリスク ︓

■流動性リスク ︓

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

※6ページの「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。

投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が
設けられた場合には、基準価額が予想以上に下落したり、投資⽅針に沿った運用が困難となることがあります。
また、投資対象国・地域には新興国が含まれています。新興国を取巻く社会的・経済的環境は不透明な場合もあり、⾦融
危機、デフォルト（債務不履⾏）、重⼤な政策変更や様々な規制の新たな導入等による投資環境の変化が、先進国への
投資に⽐べてより⼤きなリスク要因となることがあります。さらに、新興国においては市場規模が⼩さく流動性が低い場合があ
り、そのため組入資産の価格変動が⼤きくなることがあります。

受益者から解約申込があった場合、組入資産を売却することで解約資⾦の⼿当てを⾏うことがあります。その際、組入資産
の市場における流動性が低いときには直前の市場価格よりも⼤幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場
合、基準価額が下落する要因となります。

4． 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを⾏いません。

分配⾦は、預貯⾦の利息とは異なり、投資信託の純資産から⽀払われますので分配⾦が⽀払われると、その⾦額相当分、基準価額は下がりま
す。分配⾦は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて⽀払われる場合があります。そ
の場合、当期決算⽇の基準価額は前期決算⽇と⽐べて下落することになります。また、分配⾦の⽔準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収
益率を示すものではありません。受益者のファンドの購入価額によっては、分配⾦の一部または全額が、実質的には元本の一部払戻しに相当する
場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配⾦額より基準価額の値上がりが⼩さかった場合も同様です。

株価は、政治・経済情勢、発⾏企業の業績・財務状況、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または⻑
期的に⼤きく下落することがあります（発⾏企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資⾦が回収できなくなることも
あります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。また、ファンドでは、⽐較的少数
の銘柄への投資を⾏うことがあるため、より多くの銘柄への投資を⾏うファンドと⽐べて、1銘柄の株価変動が投資全体の成果
に及ぼす影響度合いが⼤きくなる場合があります。
外貨建資産の円換算価値は、資産⾃体の価格変動の他、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。
為替レートは、各国・地域の⾦利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により⼤幅に変動することがありま
す。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円⾼⽅向にすすんだ場合には、基準価額が下落する要因となりま
す。

1．

❝経営者が実質的に主要な株主である企業❞とは、経営者およびその親族、資⾦管理会社等の合計持株⽐率（実質持株⽐率）が10%
以上である企業とします。

DR（預託証書）に投資する場合があります。
DRとは、ある国の企業が⾃国以外の国で株式を流通させる場合に、株式そのものは銀⾏等に預託して、その代替として発⾏し、上場された証書です。
株式と同様に、⾦融商品取引所等で取引されます。

2． 銘柄選定に際しては、経営者のリーダーシップに関する定性分析を重視しつつ、企業の成⻑性・収益性に⽐較して割安であると判断される銘柄を
選別します。

3． 運用にあたっては、「東京海上アセットマネジメント・インターナショナル」（TMAMI）による投資助言をもとに東京海上アセットマネジメントが投資
判断を⾏います。

当資料は7ページ組となります 2026年1⽉30⽇現在

ファンドの特⾊（詳しくは、投資信託説明書（交付目論⾒書）をご覧ください。）

ファンドの主なリスクについて（詳しくは、投資信託説明書（交付目論⾒書）をご覧ください。）

Monthly Report
東京海上・インド・オーナーズ株式オープン

ファンドの特⾊（詳しくは、投資信託説明書（交付目論⾒書）をご覧ください。）

Monthly Report
東京海上・インド・オーナーズ株式オープン
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購入単位 販売会社が定める単位。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
購入価額 購入申込受付⽇の翌営業⽇の基準価額
換⾦単位 販売会社が定める単位。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
換⾦価額 換⾦申込受付⽇の翌営業⽇の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額
換⾦代⾦ 原則として、換⾦申込受付⽇から起算して、7営業⽇目からお⽀払いします。

換⾦制限 ファンドの資⾦管理を円滑に⾏うため、⼤口の換⾦には制限を設ける場合があります。
以下に該当する⽇には、購入・換⾦のお申込みができません。
・インドのナショナル証券取引所の休業⽇

信託期間 2044年3⽉7⽇まで（2020年4⽉8⽇設定）
以下に該当する場合等には、繰上償還することがあります。
・受益権の総口数が10億口を下回ることとなったとき
・ファンドを償還することが受益者のため有利であると認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき

決算⽇ 3⽉7⽇（休業⽇の場合は翌営業⽇）
年1回の決算時に収益分配⽅針に基づき、収益分配を⾏います。
※販売会社との契約によっては再投資が可能です。
※分配対象額が少額の場合等には、分配を⾏わないことがあります。
収益分配時の普通分配⾦、換⾦時および償還時の差益に対して課税されます。
課税上は株式投資信託として取扱われます。

配当控除および益⾦不算入制度の適用はありません。
※税法が改正された場合等には、内容等が変更される場合があります。

■投資者が直接的に負担する費用
購入価額に対して上限3.3％（税抜3％）の範囲内で販売会社が定める率をかけた額とします。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。

信託財産留保額 換⾦申込受付⽇の翌営業⽇の基準価額の0.5％
■投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用
（信託報酬）

以下の費用・⼿数料等がファンドから⽀払われます。
・ 監査法⼈に⽀払うファンドの監査にかかる費用

・ 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託⼿数料
・ 資産を外国で保管する場合にかかる費用
・ 信託事務等にかかる諸費用
※

※上記の⼿数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、事前に表示することができません。

※6ページの「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。

公募株式投資信託は、税法上、一定の条件を満たした場合に少額投資非課税制度「NISA」の適用対象となります。
ファンドは、「NISA」の「成⻑投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があり
ます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

購入時⼿数料

ファンドの純資産総額に年率1.903％（税抜1.73％）をかけた額とします。

その他の費用・
⼿数料

ファンドの純資産総額に年率0.011％（税込）をかけた額（上限年99万円）

監査にかかる費用を除く上記の費用・⼿数料等は、取引等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示すること
ができません。

購入・換⾦
申込不可⽇

繰上償還

収益分配

課税関係

当資料は7ページ組となります 2026年1⽉30⽇現在

申込締切時間 原則として午後3時30分までに、販売会社の⼿続きが完了したものを当⽇受付分とします。なお、販売会社により取扱いが
異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

お申込みメモ（詳しくは、投資信託説明書（交付目論⾒書）をご覧ください。）

ファンドの費⽤（詳しくは、投資信託説明書（交付目論⾒書）をご覧ください。）
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■

■
■

■

■
   
■投資信託は、⾦融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
■投資信託は、預⾦および保険契約ではありません。また、預⾦保険や保険契約者保護機構の対象ではありません。
■登録⾦融機関から購入した投資信託は、投資者保護基⾦の補償対象ではありません。

■委託会社︓東京海上アセットマネジメント株式会社
ファンドの運用の指図を⾏います。

商号等︓ 東京海上アセットマネジメント株式会社
⾦融商品取引業者　関東財務局⻑ (⾦商) 第361号

加入協会︓一般社団法⼈ 投資信託協会、一般社団法⼈ ⽇本投資顧問業協会、一般社団法⼈ 第⼆種⾦融商品取引業協会
■受託会社︓三菱ＵＦＪ信託銀⾏株式会社

ファンドの財産の保管・管理を⾏います。
■販売会社

投資信託は、値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります）に投資しますので、基準価額は変動し
ます。したがって、元本が保証されているものではありません。
投資信託は、⾦融機関の預⾦とは異なり元本が保証されているものではありません。委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損
失は、全て投資家に帰属します。

当資料は7ページ組となります 2026年1⽉30⽇現在

当資料は、東京海上アセットマネジメントが作成した資料であり、⾦融商品取引法に基づく開示資料ではありません。お申込みに当たっては必ず投資
信託説明書（交付目論⾒書）をご覧の上、ご⾃⾝でご判断ください。投資信託説明書（交付目論⾒書）は販売会社までご請求ください。
当資料の内容は作成⽇時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
当資料は信頼できると考えられる情報に基づき作成しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。当資料に記載された運用実
績は、過去の実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。

委託会社、その他関係法人

当資料のお取扱いにおけるご注意

Monthly Report
東京海上・インド・オーナーズ株式オープン
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アイザワ証券株式会社 ○ 関東財務局⻑（⾦商）第3283号 ○ ○ ○

株式会社 イオン銀⾏
（委託⾦融商品取引業者 マネックス証券株式会社） ○ 関東財務局⻑（登⾦）第633号 ○

岩井コスモ証券株式会社 ○ 近畿財務局⻑（⾦商）第15号 ○ ○ ○
株式会社 ＳＢＩ証券 ○ 関東財務局⻑（⾦商）第44号 ○ ○ ○

株式会社 ＳＢＩ新生銀⾏
（委託⾦融商品取引業者 株式会社 ＳＢＩ証券） ○ 関東財務局⻑（登⾦）第10号 ○ ○

株式会社 ＳＢＩ新生銀⾏
（委託⾦融商品取引業者 マネックス証券株式会社） ○ 関東財務局⻑（登⾦）第10号 ○ ○

岡三証券株式会社 ○ 関東財務局⻑（⾦商）第53号 ○ ○ ○ ○
内藤証券株式会社 ○ 近畿財務局⻑（⾦商）第24号 ○ ○
松井証券株式会社 ○ 関東財務局⻑（⾦商）第164号 ○ ○
マネックス証券株式会社 ○ 関東財務局⻑（⾦商）第165号 ○ ○ ○ ○

商号（五十音順） 登録番号

加入協会
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前掲の販売会社または下記までお問い合わせください。
東京海上アセットマネジメント サービスデスク   ０１２０－７１２－０１６ 受付時間︓営業⽇の９時〜17時

ホームページ   https://www.tokiomarineam.co.jp/

※6ページの「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。

当資料は7ページ組となります 2026年1⽉30⽇現在
Monthly Report
東京海上・インド・オーナーズ株式オープン

当ファンドの照会先

※販売会社によっては、現在、新規申込みの取扱いを中止している場合があります。

委託会社、その他関係法人
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三菱ＵＦＪ ｅスマート証券株式会社 ○ 関東財務局⻑（⾦商）第61号 ○ ○ ○ ○

株式会社 三菱ＵＦＪ銀⾏
（インターネット専用） ○ 関東財務局⻑（登⾦）第5号 ○ ○ ○

楽天証券株式会社 ○ 関東財務局⻑（⾦商）第195号 ○ ○ ○ ○

商号（五十音順） 登録番号

加入協会
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